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１ 取組項目実施工程表（平成２３年度改訂版）の策定について 

 

 

本市では、「行財政改革大綱」（平成１８年３月策定）の実施計画のひとつ

である「財政健全化計画（計画期間：平成２１年度～２５年度）」（平成２２年

３月策定）に基づき、債務を縮減し、収支均衡を図りつつ、弾力的な財政構造

の構築をめざして取り組んでいます。 

こうした取り組みの下で、本市の平成２２年度一般会計決算は、地方交付税

など国から配分される依存財源が増えたこともあり、実質収支が６億 4,959万

円と、昨年度に続いて黒字となりました。 

しかし、市の財政は、まだまだ健全体にはなっていません。景気後退と少子

高齢化の進展による扶助費の増加や過去の施設建設等に際し発行した地方債の

償還額が高止まりの傾向にあります。こうした経常的な支出の増加などにより、

財政構造の弾力度を示す経常収支比率は９０％台の高い水準にあります。この

ままでは、多様化する市民ニーズや突発的な財政需要などに弾力的に対応する

ことが困難になります。 

今後の本市の財政状況を見通した場合、前記の財政構造上の課題に加え、景

気悪化による税収の減少や国の財政の慢性的な危機的状況に伴う地方財政への

影響により、厳しい行財政運営が続くものと予想しています。とりわけ、内外

からの国に対する財政健全化の要請が高まる中、東日本大震災の復旧・復興の

ための財源確保と相まって、今後、国庫補助金や地方交付税などが削減される

可能性があります。こうした事態が現実になると、収入に占める依存財源の割

合の高い本市では、確実に財政悪化を招くことになります。 

 このため、今年度も「財政健全化計画」の取り組みを基礎に、新たな収支見

通しを立て、改めて達成すべき財政健全化の目標を示した、財政健全化計画取

組項目実施工程表（平成２３年度改訂版）を策定しました。 

 今後とも、収入の確保をはじめ、事務事業の効率化、適正化など、収入・支

出両面での「不断の改革」を推し進め、次代に過重な負担を送らず、収支均衡

の下で弾力的な財政構造と持続可能な財政基盤を確立してまいります。 
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２ 財政の現状

　　財政健全化計画（平成２１～２５年度）のもとで２２年度の決算は、普通会計の実質収支が
　６億５千万円の黒字であり、５年連続して黒字決算となりました。
　　歳出削減に努めるなど市全体として財政健全化に取り組んできた結果であると考えられます。
　　しかし、財政の状況については、基幹的収入である市税収入が景気の影響を受け減少してお

　で、今後もこの傾向は続くものと思われます。
  　以下、財政の現状について説明します。（参考として、住民一人あたりでみた羽曳野市の財
　政状況を〔図表１１〕で府内市町村平均と比較しています。）

 ①　歳入歳出決算と実質収支の推移（普通会計）（平成２１年度決算に続き黒字堅持）

　　過去５年間（１８年度～２２年度）の歳入歳出決算の推移と実質収支額の推移は〔図表１〕
　のとおりです。実質収支額（歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を控除した額）の
　推移をみると、１８年度に赤字から黒字に転換し、以降５年連続して黒字を保っています。
　　２２年度の実質収支は６億５千万円の黒字となっており、引き続き健全な財政運営に努めて
　いきます。

   〔図表１〕 （単位：百万円）

 ②　市税・地方交付税等の推移（市税収入は再び減少、地方交付税等は増加傾向）

　　市税収入の推移は〔図表２〕のとおりです。２２年度は１２９億１千６百万円で、景気悪化
　の影響により２１年度に比べて３億３千２百万円の減収となりました。
　　地方交付税（普通交付税）ならびに臨時財政対策債の推移は〔図表３〕のとおりです。臨時
　財政対策債は１３年度からの制度で、本来交付税措置されるべき一定額が赤字地方債に振替え
　られたもので、後年度の元利償還が交付税算入されるものです。２２年度においては、両方の
　合計ベースで２１年度比１３億６千９百万円の増加となっています。

  　市税と普通交付税（臨時財政対策債を含む）の合計の推移は〔図表４〕のとおりです。１５
　年度までは増加し、三位一体改革がスタートした１６年度以降は減少し続けていました。

　控除しています。）２２年度は２１年度比１０億３千７百万円の増加となっています。

   〔図表２〕

〔図表２〕

り、逆に義務的な支出である扶助費は増加し、公債費は高止まり水準で推移していく見込み

（１９年度は国から地方への税源移譲があったため、それに伴い減少となった所得譲与税等を
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　 〔図表３〕

　 〔図表４〕　

 ③　義務的経費の推移（人件費は減少、扶助費は増加傾向、公債費は高止まり）

　　義務的経費（人件費・扶助費・公債費）の推移は〔図表５〕のとおりです。人件費は１８年
　度以降、いわゆる団塊の世代の退職者の多寡により多少の上下はありますが、傾向としては、
　職員数の削減等により減少の一途をたどっています。扶助費は、１７、１８年度の２年間は連
　続して減少しましたが、１９年度から一転増加となっています。公債費は、過去に整備した施
　設の建設費に係る償還が続いており、高止まりの状況にあります。

　 〔図表５〕　
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7,804
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合　計　（①+②+③） 20,916

市　税　① 12,814 13,711 13,652

▲ 1,201

H18 H19

普通交付税・臨時財政対策債の推移　（単位：百万円）

6,975 6,989 6,846 6,737
7,370

958 1,486

2,222

1,127 1,022

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

H18 H19 H20 H21 H22

臨時財政対策債

普通交付税

計8,102 計8,011 計7,804

義務的経費の推移　（単位：百万円）

6,185

10,754

6,062
5,665 5,618

5,254

7,711 7,920
8,293

8,816

4,441 4,568 4,523 4,525

4,892

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

H18 H19 H20 H21 H22

人件費 扶助費 公債費

計8,223

計9,592

-3-



 ④　経常収支比率の推移（硬直した財政構造）

　　市税や普通交付税などの経常一般財源のうち、人件費・扶助費・公債費などの経常経費に充

　　２２年度は９３．１％で、２１年度よりも４．１ポイント改善しましたが、依然として高い
　水準となっています。

〔図表６〕 ※減税補てん債、臨時財政対策債を経常一般財源に加えています。

 ⑤　地方債現在高の推移（依然として高い借金残高）

　  地方債現在高の推移は〔図表７〕のとおりです。２２年度末現在高は、２１年度に比べて６
  億１千３百万円減の４５７億２千万円となっています。臨時財政対策債の発行により、赤字地方債

  の割合が増加し、一方で建設地方債の現在高は、平成１２年度をピークに減少しています。

〔図表７〕

　てられる経常経費充当一般財源の割合である経常収支比率の推移は、〔図表６〕のとおりです。

経常一般財源・経常経費充当一般財源及び経常収支比率の推移　（単位：百万円・％）
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 ⑥　土地開発公社保有高の推移（経営健全化計画により減少傾向）

　  将来の財政負担となる土地開発公社の土地の保有高の推移は、〔図表８〕のとおりです。土
  地開発公社の保有土地は、市が将来買い取る義務があります。
　　１８年度から２１年度までの減少は、土地開発公社経営健全化の計画に基づく用地の買戻し
  によるものですが、２２年度については、前年度比で４千３百万円増加しています。

〔図表８〕

 ⑦　健全化判断比率（すべての指数が早期健全化基準以下）

　　市町村や都道府県の財政を適正に運営することを目的とする「地方公共団体の財政の健全化
　に関する法律」により、全ての地方公共団体が毎年度決算時に財政健全化に係る各指標を公表
　するよう義務づけられています。また、各指標のいずれかが早期健全化基準以上の場合、財政
　健全化計画あるいは財政再生計画を作成し、計画的に健全化に取り組むこととなります。

〔図表９〕 （単位：％）

　　自主的な改善努力が法律で義務付けられる基準となる早期健全化基準及び国等の関与による
　確実な再生が義務付けられる財政再生基準は以下のとおりです。
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 ⑧　財源調整に使用できる基金の推移（心細い蓄え）

 　〔図表１０〕のとおり、財源調整に使用できる財政調整基金・公債費管理基金・公共施設整
　備基金の主要３基金の２２年度末残高は、２１年度と比べ３億９千４百万円増加し、１４億７
　千２百万円となっています。

〔図表１０〕

主要３ 基金残高の推移　（単位：百万円）
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44,587 円 ２７位 52,631 円

6,401 円 ２６位 9,525 円

38,720 円 ３２位 51,182 円

110,190 円 ３３位 143,460 円

９０．９ ％ ３８位 ９３．６ ％

126,344 円 ３８位 170,475 円

208,865 円 ２８位 213,364 円

44,824 円 ４１位 64,264 円

うち 職 員 給 28,529 円 ４１位 40,750 円

<参 考> 5,095 円 8位 2,661 円

91,750 円 ９位 90,089 円

うち 単独扶助費 9,787 円 ２０位 10,083 円

うち 社会福祉費 16,730 円 ２位 13,574 円

41,739 円 １３位 33,278 円

178,313 円 ２２位 188,175 円

45,864 円 ６位 29,043 円

19,000 円 ３９位 52,242 円

390,060 円 １０位 291,284 円

55,762 円 １９位 56,543 円

39,607 円       ７位 29,851 円

426,821 円       ９位 295,585 円

※ ＜参考＞ 賃金 ：

※ 社会福祉費      ：

※ 将来にわたる

公　債　費

将来にわたる実質的な財政負担

普通建設事業費

法人住民税

個人住民税

人　件　費

賃   金　　　　　

扶　助　費

住民一人あたりでみた羽曳野市の財政状況

順　　　位

(４１団体中）

（平成22年度大阪府内市町村決算より（大阪市・堺市を除く））

　　実質的な財政負担

社会福祉事業費 （主に障害者自立支援給付費）、医療費 （老人を除く障害者、ひとり親
家庭、乳幼児の３医療費）、国民健康保険特別会計繰出金で構成されます。

： 地方債残高 ＋ 債務負担行為による平成22年度以降の支出予定額 － 積立金残高

府内市町村平均　　　　羽 曳 野 市項　　　　目

賃金として支払っている対象は、期間を定めて臨時的に雇用している臨時職員、嘱託職
員などであり、人件費として支出している議員や正規職員などは含まれません。

義務的経費合計

土地開発公社保有高

地方債残高

徴収率（市町村税計）

固定資産税

地方税合計

〔図表１１〕

一 般 財 源

義務的経費

積立金残高

歳
入
関
係

歳
出
関
係

税 関 係

自 主 財 源

そ
の
他

債務負担行為による平成22年度
以降の支出予定額
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主な財政用語の解説 

 

実 質収 支：歳入歳出差引額から翌年度へ繰越すべき財源を差し引いたもの。 

実質収支がマイナスとなれば赤字団体といわれる。 

 

単年度収支：当該年度だけの収支を示すもの。当該年度の実質収支から前年度の実質 

収支を差し引いた額をいう。 

 

一 般財 源：使い道が特定されていない収入。 

代表的なものとして、地方税、地方譲与税、利子割交付金、地方消費税 

交付金などの税関係収入及び地方交付税（その振替財源である臨時財政 

対策債を含む）など 

 

特 定財 源：使い道が特定されている収入。 

      国庫（府）支出金、地方債、分担金・負担金、使用料・手数料などのう 

ち使途が特定されているものをいう。 

 

地 方 債：地方公共団体が建設事業等の財源として借り入れる債務であって、その 

返済が一会計年度を超えて行われるもの。また、地方債を発行すること 

を、起債という。 

      建設事業や収益的な投資のように将来の住民が経費を分担することが、 

また、将来の収益で返済することがむしろ公平である場合等に起債がで 

きる。（赤字地方債に対し、建設地方債と呼ぶこともある。） 

 

赤字地方債：地方債は建設事業等の財源とするために発行できることとされており、 

一般的な収支の不足に対して起債することは認められていない。 

      しかし、法律の特別の定めにより、減税等による税の減収を補填するた 

めや地方交付税交付金の財源不足を補うため、例外的に一般財源として 

発行が認められる地方債の通称。 

      （例：臨時財政対策債、退職手当債など） 

 

地方交付税：地方公共団体ごとの財源の均衡化を図り、地方行政の計画的な運営を保 

障するため、国が一定基準に基づいて交付するもので、国税のうち所得 

税・酒税の32％、法人税の34％、消費税の29．5％及びたばこ税の25％ 

がその財源となっている。 

      普通交付税と特別交付税の区分があり、原則として、総額の94％が普通 

交付税（通常収支の不足対応）、6％が特別交付税（特別な財政需要への 

対応）とされている。 
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基準財政収入額・基準財政需要額 

       ：地方交付税の算定において、各地方公共団体の財政力を合理的に測定す 

るために、標準的な状態で徴収が見込まれる税収入を一定の方法により 

算定した額（＝収入額）、及び標準的な水準の行政活動を行うための財政 

需要を一定の合理的な方法によって算定した額（＝需要額） 

        需要額が収入額を上回る場合、その不足額を基礎に地方交付税が交付さ 

れることとなる。 

 

臨時財政対策債：いわゆる「赤字地方債」のひとつで、建設事業向けではなく経常経費に 

も充当できるとされている。この臨時財政対策債は国の地方交付税特別 

会計が借り入れによる地方交付税財源不足の補填方式をやめて、地方公 

共団体が直接に借り入れを行う方式に切り替えたもので、平成13年度以 

降、発行するものとされた。 

 

退 職 手 当 債 :地方公共団体職員の退職手当の支払いに充てる赤字地方債をいう。 

        団塊の世代の大量退職等に伴う退職手当の大幅な増加に対処し、近年、 

        発行条件が緩和されたが、将来の人件費の削減に取り組む地方公共団体 

を対象に、地方財政法第５条の特例として、国の許可を受けて発行され 

る。 

 

扶 助 費：生活保護法や児童福祉法、老人福祉法などに基づき被扶助者に対し支給 

する費用、及び地方公共団体が単独で行っている各種扶助事業の支給額 

の総称。現金のみならず物品の提供に要する経費も含む。 

 

公 債 費：借り入れた地方債の元金や利子を償還するための経費。 

 

経常収支比率：市税や普通交付税などの毎年経常的に収入される一般財源のうち、人件 

費・扶助費・公債費といった義務的経費など、経常的な経費に充てられ 

る財源の割合を指標化したもの。 

        財政の弾力性を測定する比率として使われ、経常収支比率が低いほど弾 

力性が高くなり、普通建設事業など政策的な経費に充当できる余力があ 

ることを示す。 

        100％を超えると、通常の収入では通常の支出を賄えていない状況である。 

 

標準財政規模：地方公共団体の一般財源（使途が特定されず、どのような経費にも使用 

することができる財源のことで、地方税、地方交付税、地方譲与税など 

がこれにあたります。）の標準規模を示したものです。 
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３ 中期財政収支見通し 

 

 平成１７年度からの２期にわたる財政健全化計画のもとで、全市をあげて財政の健全化

に取り組んだことにより、平成１８年度から５年連続で黒字決算を達成できました。 

しかし、地方財政を取り巻く状況は依然として非常に厳しく、歳入においては、国の財

政の慢性的な危機状態の中で、地方交付税等が削減される可能性があり、さらに、景気後

退や人口減少の影響を受け、歳入の根幹である市税の増収は見込めない状況にあります。

また、歳出では、超高齢化による社会保障関連経費の増加が確実視されています。 
 そこで、本市の今後の財政収支見通しを、平成２３年度当初予算額をベースに、いくつ

かの前提条件を設定したうえで試算しました。それによると、このまま財政健全化の取組

をしないと、平成２４年度には実質収支が約９億円の赤字となり、７年ぶりの赤字に陥り

ます。さらに、翌２５年度には赤字額が約２１億円に膨らみ、その後も赤字額が累積して

いく見通しです。 

 この財政収支見通しは、社会経済情勢等の変化により相違が生じるものと思われますが、

歳入が歳出に対し不足し、毎年赤字が増えていく傾向は続くものと考えてまず間違いあり

ません。一度膨らんだ赤字を解消するのは、現下の低迷する景気動向から考えれば非常に

困難なものとなります。絶対に赤字決算にしない決意と、将来に過重な負担を先送りしな

いという責任をもって、持続可能な行財政運営を確実なものとすることが、この健全化計

画の最大の目標となります。 

 

《財政収支見通しを行った際の前提条件》 

 現行制度をもとに、日本経済は低成長が続くものとして、過去の実績などを考慮して設

定しています。主な項目の前提条件は次のとおりです。 

［歳 入］ 

１．市税 

・個人市民税は、平成 22年度の法改正による増加要因がある一方、就労人口の減少も

考慮して、24年度以降、伸び率を0で計上 

・法人市民税は、景気の動向をふまえ平成 24年度は若干減少し、以降は伸び率を 0で

計上 

・固定資産税は、平成24年度の評価替えにより、以降、若干の減を見込む 

２．譲与税・交付金 

平成23年度以降、伸び率0で計上 

３．地方交付税 

・普通交付税の基準財政収入額は、市税収入の推移等で算出 

・普通交付税の基準財政需要額については、近年の伸び率及び公債費等で算出 

・特別交付税については、平成24年度以降、伸び率0で計上 
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４．国・府支出金 

普通建設事業費分以外は、扶助費の伸び率で設定 

普通建設事業費分は、建設事業費見込みに基づき計上 

５．繰入金 

平成 24年度以降、健康ふれあいの郷事業基金分（平成 25年度まで）及び南阪奈道路

大気観測施設維持管理基金分のみ計上 

６．市債 

臨時財政対策債は平成24年度以降、17億円で設定。退職手当債は平成24年度以降、

発行は見込まない。 

 

［歳 出］ 

１．人件費 

・退職手当は定年退職者分のみを計上 

・職員数は平成23年4月１日で固定 

・平成23年度から実施している一般職員の給料1.5％カットは計上していない。 

・住居手当一律支給分の廃止は反映済み。 

・平成23年度以降、給与改定は0とし、定期昇給のみを見込む。 

２．扶助費 

平成24年度以降、6.8％（過去5年平均）の伸び率で計上 

３．公債費 

市債発行額をもとに、平成23年度以降の借入分は、借入利率2.5％で計上 

４．物件費 

平成24年度以降、伸び率0で計上 

５．補助費等 

・平成24年度以降、伸び率0で計上、ただし、一部事務組合分は、環境・消防各組合の

収支計画により計上 

６．繰出金 

・国民健康保険・公共下水道特別会計は、特別会計の収支計画により計上 

・介護保険特別会計は平成24年度以降、2.9％（過去5年平均）の伸び率で計上 

・後期高齢者医療広域連合への負担金（特別会計分）は繰出金扱いとし、平成 24年度

以降、9.5％の伸び率で計上 

７．投資的経費 

各年度の建設事業費見込みを計上 
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【財政健全化団体・財政再生団体とは】 

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」で規定される実質赤字比率や実質 

公債費比率など４つの健全化判断比率（以下、「比率」という。）のうち、いずれ 

かがＰ５「⑦健全化判断比率」の図表（以下、「図表」という。）に掲げる早期健 

全化基準を超えると財政健全化団体になり、財政健全化計画の策定（議会の議決） 

及び計画の実施状況の議会への報告と公表が義務づけられます。 

 また、比率がさらに悪化し、図表の財政再生基準を超えると財政再生団体になり、

国等の関与による確実な再生が義務づけられるなど財政運営に大きな制約がかかる 

ことになります。 

本市の場合、４つの比率のうち実質赤字比率に限ってみると、平成２３年度の標 

準財政規模は２２５億９８百万円ですので、その 12.26％にあたる２７億７１百 

万円を超える赤字になると、財政健全化団体に陥ります。さらに、２０％の４５億 

２０百万円を超える赤字を抱えると、財政再生団体に転落します。 
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　　　　　　　　　 中期財政収支見通し（普通会計） 

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５

13,711 13,652 13,248 12,916 12,625 12,366 12,358

1,872 1,811 1,729 1,678 1,682 1,682 1,682

7,241 7,119 7,014 7,666 7,819 8,100 7,943

6,460 6,820 9,301 12,772 10,328 11,352 11,974

718 377 100 165 252 77 34

3,561 2,652 3,254 3,472 2,939 2,514 2,421

1,825 1,812 1,762 1,728 2,365 1,797 1,460

35,388 34,243 36,408 40,397 38,010 37,888 37,872

6,185 5,665 5,618 5,254 4,856 5,182 4,704

退職金 1,095 772 960 828 328 713 324

その他 5,090 4,893 4,658 4,426 4,528 4,469 4,380

7,920 8,293 8,816 10,754 12,178 13,006 13,890

4,568 4,523 4,525 4,892 4,765 4,838 4,881

4,058 3,838 4,270 3,995 4,425 4,425 4,425

3,742 3,509 5,483 3,403 3,267 3,335 3,427

4,770 5,141 4,868 5,513 5,156 5,184 5,353

1,712 2,436 1,914 5,376 2,008 2,501 2,227

2,099 707 468 489 968 335 112

35,054 34,112 35,962 39,676 37,623 38,806 39,019

0 0 0 0 0 0 918

35,054 34,112 35,962 39,676 37,623 38,806 39,937

334 131 446 721 387 ▲ 918 ▲ 2,065

78 68 54 71 0 0 0

256 63 392 650 387 ▲ 918 ▲ 2,065

57 ▲ 193 329 258 ▲ 263 ▲ 1,305 ▲ 1,147

（参考）健全化判断比率による早期健全化基準及び財政再生基準突入ライン（平成22年度基準による）

　<早期健全化基準> 標準財政規模　２２，５９８百万円×▲12.26％＝▲２，７７１百万円

　<財政再生基準>　　　　　　〃　　　　　　　　〃　　　 　  ×▲２０％   ＝▲４，５２０百万円

※財源調整として使用できる基金

549 808 1,078 1,472 1,922 1,922 1,922

公債費管理基金 72 72 72 72 72 72 72

公共施設整備基金 86 135 87 87 87 87 87

財政調整基金 391 601 919 1,313 1,763 1,763 1,763

※

平成23年8月31日現在

補助費等

繰入金

（単位：百万円）

国庫・府支出金

科　　　目

歳
　
　
入

市税

その他

地方交付税

小計

実質収支
ベース

単年度収支（（E)－前年度（E））

実質収支（累積赤字）（E）= （Ｃ）－（Ｄ）

この中期財政収支見通しは、平成２３年８月３１日現在の試算であり、その後の景気動向等により、
歳入歳出の各項目において相違が生じています。

歳入歳出差引額 （Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）

公債費

その他

公債・公共・財調年度末基金残高

前年度繰上充用金

物件費

翌年度へ繰越すべき財源 （Ｄ）

合計（Ｂ）

歳
　
　
　
出

市債

合計（Ａ）

譲与税・交付金

投資的経費

扶助費

人件費

繰出金
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  ４　財政健全化の取り組みの方向性

　 　 中期財政収支見通しにおいて、新たに発生することが予測される累積赤字の解消に向けて、
下記のとおり目標を設定し、財政健全化に取り組んでいきます。

　（１） 財政健全化取組前中期財政収支見通し

Ｈ２５

 実質（累積）収支　（A) ▲ 2,065

 単年度収支　　  　 （B) ▲ 1,147

　（２） 財政健全化計画目標効果額  （合計（Ｃ）欄のＨ２３～Ｈ２５の合計額）

Ｈ２５

 Ｈ２３実施分 120

 Ｈ２４実施分 680

 Ｈ２５実施分 180

       合　    計　 （C) 980

　（３） 財政健全化計画目標達成後中期財政収支見通し

Ｈ２５

 実質（累積）収支　（D) 35

 単年度収支     　 （E) ▲ 167

　 【備 考】

≪上記の表の見方≫

・財政健全化目標効果額は、収入の増加、支出の減少の合計額です。

・健全化目標効果額は、実施初年度の８割が平年度化すると設定しています。

・「財政健全化計画目標達成後中期財政収支見通し」の表中における、当該年度の「実質（累積）収

　 支」額 （D） は、次の計算式 により求められます。

《計算式》

・「財政健全化取組前中期財政収支見通し」 及び 「財政健全化計画目標達成後中期財政収支見通

　  し」の表中における、当該年度の「単年度収支」額 （B)、（E）は、次の計算式 により求められます。

《計算式》

Ｈ２４

Ｈ２３ Ｈ２４

387 ▲ 918

▲ 263 ▲ 1,305

累計 ２１億円

Ｈ２３

150 120

850

単年度収支額 （E) ＝当該年度 （D） の額 － 前年度 （D） の額

537 202

▲ 113 ▲ 335

前年度 （D) の額 ＋ 当該年度 （B） の額 ＋ 当該年度 （C) の額

単年度収支額 （B) ＝当該年度 （A） の額 － 前年度 （A） の額

（単位：百万円）

150 970

Ｈ２３ Ｈ２４
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累積収支の推移

▲ 442

199
63

▲ 35

▲ 1,127

▲ 1,912

▲ 3,477

▲ 4,867

256

392

350

▲ 205

▲ 1,214

▲ 2,228

650

387

▲ 918

▲ 2,065

537

202

35

▲ 6,000

▲ 5,000

▲ 4,000

▲ 3,000

▲ 2,000

▲ 1,000

0

1,000

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５

年度

単位 ：百万円

H21年度版中期財政収支見通し（健全化未実施）

H22年度版中期財政収支見通し（H22以降健全化未実施）

H23年度版中期財政収支見通し（H23以降健全化未実施）

累積収支（健全化目標）

平成23年度
財政健全化団体突入ライン

2,771百万円

H21年度版中期
財政収支見通し

財政健全化目標

H22年度版中期
財政収支見通し

平成23年度
財政再生団体突入ライン

4,520百万円

Ｈ23年度版中期
財政収支見通し
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５ 財政健全化取組項目実施工程表 （平成２３年度改訂版） 

 
財政健全化に向けて平成２３年度以降、平成２５年度までに取り組む具体的な項目につ

いて、次ページ以降に実施工程表としてとりまとめています。 
実施工程表（平成２３年１２月作成）に掲げる各取組項目の中には、現時点において、

効果額を算出できない取組項目がありますが、累計目標額２１億円に対し、約１２．３億

円の効果額の計上にとどまっています。 
今後、「検討」・「研究」とした項目の具体化と、不断の見直しによる新たな取組項目

の追加により、効果額の上積みを図り、目標額の達成を図ります。 
なお、今後、社会経済情勢の変化や市政を取り巻く環境の変化等により、中期財政収支

見通しを見直す必要が生じます。そのことと合わせて、この実施工程表については、毎年

見直しを行い、その見直しの状況について市民の皆様に公表しながら、徹底した進行管理

と情報開示により財政健全化の確実な実現を目指します。 
 
＜実施工程表の見方＞ 
① 取組項目のNo.については、平成２１年度の当初計画策定時に付番した番号を基に、今

回新たに追加した項目を「新 23-」と表示しています。 
② 取組項目の左側に「平成２１度効果額」と「平成２３年度当初予算反映済み額」を記

載し、右側に平成２３年度の新たな財政収支見通しを基にした計画（Ｈ２３～Ｈ

２５）を記載しています。 

③ 平成２３年度当初予算に反映済み（＝平成２３年度の新たな財政収支見通しに反映済

み）の取組項目については、計画の平成２３年度の欄に「◎」を記入しています。 

④ 左側の効果額（実績）は、原則として平成２１年度当初予算ベースで算出し、また、

右側の効果額（予定）は平成２３年度当初予算ベースで算出し、共に一般財源額を計

上しています。 

⑤ 効果額が算出できない項目については、実施年度に「○」を記入しています。 

⑥ 「検討」とは、取組項目の実施を前提として、その手法等の検討を行います。 

⑦ 「研究」とは、取組項目の是非についての研究を行います。 

⑧ 「△」とは、検討の継続または実施（一部実施を含む）をあらわしています。 

⑨ 取組項目のうち、関係団体との協議や条例改正等議会の議決が必要なものがあります。 

⑩ 特別会計での取り組みについては、繰出金の削減に計上した項目以外は、それぞれの

項目に他の会計と合算して計上しています。 

⑪ 他の項目と重複している効果額及び「基金」に積み立てる場合など、一般財源に計上

できないものについては、網掛け表示しており、効果額の合計には算入していません。 
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財
政
健
全
化
取
組
項
目
実
施
工
程
表
 （
平
成
２
２
年
度
改
訂
版
）

■
効
果
額
集
計
表

（
単
位
：
百
万
円
）

H
2
3

H
2
4

H
2
5

計

［
行
政
運
営
経
費
］

人
件
費
の
削
減

5
1

8
9

1
6
2

3
0
2

物
件
費
等
の
削
減

0
4
3

3
3

7
6

特
別
会
計
繰
出
金
の
削
減

0
0

0
0

一
部
事
務
組
合
負
担
金
の
削
減

0
5

8
1
3

外
郭
団
体
等
助
成
金
の
削
減

0
0

6
6

計
5
1

1
3
7

2
0
9

3
9
7

7
0
0

3
0
3

［
事
業
の
見
直
し
］

市
単
独
扶
助
制
度
の
見
直
し

0
1

0
1

そ
の
他
単
独
事
業
の
見
直
し

0
0

0
0

補
助
金
・
負
担
金
見
直
し

0
0

0
0

施
設
の
統
廃
合

0
4

5
9

建
設
事
業
費
の
見
直
し

0
0

0
0

計
0

5
5

1
0

3
0
0

2
9
0

［
収
入
の
増
加
に
向
け
た
取
組
］

市
税
等
の
徴
収
率
の
向
上
等

9
1

1
0
3

1
1
5

3
0
9

受
益
者
の
適
正
な
負
担

0
1

0
1

市
所
有
地
の
有
効
活
用

0
0

0
0

そ
の
他
の
収
入
の
追
求

0
4
5
2

6
6

5
1
8

計
9
1

5
5
6

1
8
1

8
2
8

1
,1
0
0

2
7
2

1
4
2

6
9
8

3
9
5

1
,2
3
5

2
,1
0
0

8
6
5

1
5
0

9
7
0

9
8
0

2
,1
0
0

8
2
7
2

5
8
5

8
6
5

※
　
そ
れ
ぞ
れ
個
表
か
ら
百
万
円
単
位
で
四
捨
五
入
し
集
計
し
て
い
る
た
め
、
本
集
計
表
上
で
の
積
算
に
は
誤
差
が
生
じ
て
い
ま
す
。

差
　
　
　
　
引

累
計
目
標
額

差
　
　
引

合
　
　
　
　
　
計

  
  
  
  
  
  
 年
 度
 毎
 目
 標
 額

項
  
  
  
  
 目
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■
財
政
健
全
化
取
組
項
目
実
施
工
程
表
（
個
表
）
 （
平
成
２
３
年
度
改
訂
版
）

（
単
位
：
千
円
）

H
2
3

予
算
反
映

1
2
8
,8
0
0

1
0
0
,8
0
0

1
5
8
,4
0
0
職
員
数
の
削
減

7
,2
0
0

2
1
,6
0
0

7
2
,0
0
0

1
0
0
,8
0
0
職
員
数
を
計
画
期
間
中
に
５
％
（
3
5
人
）
以
上
削
減
す
る
。

人
事
課

2
4
4
,5
0
0

4
1
,7
0
0

4
1
,7
0
0
H
2
1
人
勧
実
施
（
Ｈ
2
1
実
施
分
）

◎
4
,8
0
0

6
,1
0
0

1
0
,9
0
0
給
料
・
住
居
手
当
・
期
末
勤
勉
手
当

人
事
課

3
2
,4
0
0

3
0
,9
0
0

3
3
,1
0
0
給
料
（
Ｈ
2
1
年
度
見
直
し
分
）

◎
独
自
給
料
の
見
直
し
（
昇
給
号
級
を
 3
/
4
に
縮
減
、
現
給
保
障
者
の
給

料
の
減
額
 1
％
、
管
理
職
給
料
の
減
額
 1
.1
％
～
3
.5
％
）

人
事
課

4
2
2
,0
0
0

4
4
,0
0
0
住
居
手
当

◎
一
律
支
給
分
 9
,0
0
0
円
を
段
階
的
に
縮
減
し
、
H
2
3
年
度
で
廃
止
 （
2
1

年
度
）
 6
,0
0
0
円
→
（
2
2
年
度
）
 3
,0
0
0
円
→
（
2
3
年
度
）
　
０

人
事
課

5
通
勤
手
当

検
討

△
手
当
の
見
直
し

人
事
課

6
3
2
,8
0
0

3
2
,8
0
0
調
整
手
当
か
ら
地
域
手
当
へ
の
移

行
◎

H
1
8
年
4
月
か
ら
地
域
手
当
（
支
給
率
1
0
％
）
に
移
行
し
、
段
階
的
に
縮

減
す
る
。
（
1
9
・
2
0
年
度
）
 8
％
  
（
2
1
年
度
）
 7
％
  
（
2
2
年
度
）
 6
％

人
事
課

7
2
,4
0
0

2
,4
0
0
期
末
勤
勉
手
当
役
職
者
加
算

◎
支
給
区
分
の
見
直
し

人
事
課

8
退
職
者
勧
奨
制
度
の
休
止

○
○

定
年
退
職
者
数
を
考
慮
し
、
引
き
続
き
休
止
す
る
。
た
だ
し
、
今
後
の
退

職
者
数
の
推
移
を
注
視
し
な
が
ら
、
制
度
の
再
開
時
期
を
見
極
め
る
。

人
事
課

9
6
8
,4
5
4

7
1
,6
7
4

0
超
過
勤
務
手
当
の
抑
制

◎
○

○
事
務
の
効
率
化
を
図
り
抑
制
に
努
め
る
。

人
事
課

1
0

○
○

年
末
年
始
の
超
過
勤
務
手
当
割
増

率
の
廃
止

○
○

○
割
増
率
1
5
/
1
0
0
の
廃
止

人
事
課

1
1

8
0
8

8
0
8
特
別
職
給
与
の
見
直
し

◎
市
長
1
5
％
カ
ッ
ト
・
そ
の
他
特
別
職
8
％
カ
ッ
ト
の
継
続
及
び
人
事
院
勧

告
を
踏
ま
え
た
期
末
手
当
支
給
率
の
見
直
し

人
事
課

1
2

再
任
用
職
員
の
任
用
基
準
等
の
見

直
し

検
討

△
任
用
基
準
お
よ
び
配
置
基
準
の
見
直
し

人
事
課

1
3

人
事
評
価
制
度
の
導
入

検
討

△
○

人
事
評
価
制
度
を
構
築
し
、
職
務
の
業
務
効
率
の
向
上
を
図
る
。

人
事
課

1
4

2
,8
6
7

2
,8
6
7
議
員
期
末
手
当
の
見
直
し

◎
人
事
院
勧
告
を
踏
ま
え
た
期
末
手
当
支
給
率
の
見
直
し

議
会
事
務
局

1
5

新
規
指
定
管
理
者
導
入
施
設
の
市

職
員
引
上
げ

検
討

当
面
、
直
営
施
設
へ
の
新
規
の
制
度
導
入
は
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。
行
革
室
・
関
係
課

1
6

市
場
化
テ
ス
ト
導
入
の
研
究

研
究

官
民
競
争
入
札
制
度
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
向
上
、
経
費
削

減
等
の
研
究
（
N
O
1
に
含
む
）

行
革
室
・
関
係
課

1
7

審
議
会
等
の
整
理

研
究

各
種
委
員
会
、
審
議
会
等
の
定
員
削
減
や
統
廃
合
な
ど
簡
素
化
を
図

る
。

行
革
室
・
関
係
課

1
8

維
持
管
理
業
務
の
見
直
し

△
△

△
排
水
路
等
か
ら
発
生
す
る
浚
渫
土
等
の
回
収
業
務
の
委
託
化
（
N
O
1

に
含
む
）

維
持
管
理
課

1
9

○
○

○
学
校
校
務
員
業
務
の
委
託
化

学
校
校
務
員
業
務
（
正
規
職
員
）
の
委
託
化
な
ど
（
N
O
1
に
含
む
）

Ｈ
2
2
年
度
よ
り
正
規
職
員
に
よ
る
校
務
員
の
配
置
は
無
し
と
な
る
。

教
育
総
務
課

給
料
（
Ｈ
2
2
年
度
見
直
し
分
）

4
2
,7
0
0

5
5
,1
0
0

6
5
,2
0
0

1
6
3
,0
0
0
独
自
給
料
の
見
直
し
（
昇
給
号
級
を
 3
/
4
に
縮
減
、
全
職
員
給
料
の
減

額
 1
.5
％
）

人
事
課

5
3
,0
0
0

5
0
,7
0
0
H
2
2
人
勧
実
施
（
Ｈ
2
2
実
施
分
）

◎
給
料
・
期
末
勤
勉
手
当

人
事
課

1
,2
7
8
農
業
委
員
会
定
数
の
見
直
し

◎
4
0
6

4
0
6

8
1
2
選
挙
に
よ
る
委
員
定
数
の
削
減
（
現
行
 2
0
名
→
 H
2
3
年
7
月
の
改
選
よ

り
1
4
名
）

農
業
委
員
会

H
2
3
人
勧
実
施
（
Ｈ
2
3
実
施
分
）

1
,3
0
0

7
,1
0
0

7
,1
0
0

1
5
,5
0
0
給
料

人
事
課

人 件 費 の 削 減

新
2
3

-
1
1
8

2
2
-
1
0
5

2
2
-
1
0
6

2
2
-
1
0
7

取
　
組
　
内
　
容

H
2
2

担
当
課

H
2
1

［
行
政
運
営
経
費
］

取
組
項
目

効
果
額
 （
予
定
）

H
2
5

計
H
2
4

項
目

N
O

効
果
額
 （
実
績
）

H
2
3
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H
2
3

予
算
反
映

市
議
会
議
員
定
数
の
見
直
し

1
0
,9
5
7

1
0
,9
5
7
Ｈ
2
5
年
9
月
の
次
回
一
般
選
挙
よ
り
議
員
定
数
を
２
名
削
減
す
る
。
（
現

行
2
0
名
→
1
8
名
）

議
会
事
務
局

1
4
4
,1
5
4

3
5
8
,9
4
9

3
6
8
,0
5
3

5
1
,2
0
0

8
9
,0
0
6

1
6
1
,7
6
3

3
0
1
,9
6
9

2
0

7
8
,4
2
3

6
5
,3
7
0

▲
 2
,9
3
1
嘱
託
員
・
臨
時
職
員
賃
金
の
削
減

◎
○

○
正
規
、
再
任
用
職
員
を
含
め
職
員
数
を
総
合
的
に
適
正
管
理
し
、
人
数

等
の
削
減
を
図
る
。

人
事
課

2
1

旅
費
（
宿
泊
料
限
度
額
)の
見
直
し

検
討

○
○

宿
泊
料
１
泊
の
限
度
額
 1
8
,0
0
0
円
の
引
下
げ

人
事
課

2
2

1
,6
0
0

4
,8
0
0

4
,8
0
0
学
校
校
務
員
・
園
務
員
業
務
の
委

託
化

◎
6
0
0

6
0
0

1
,2
0
0
小
・
中
学
校
校
務
員
及
び
幼
稚
園
園
務
員
業
務
（
嘱
託
職
員
）
の
委
託

化
、
又
は
臨
時
職
員
へ
の
切
替
え

教
育
総
務
課

2
3

給
与
口
座
振
込
の
促
進

○
○

○
事
務
の
簡
素
化

人
事
課

2
4

9
5
,4
0
8

1
0
8
,4
1
6
指
定
管
理
者
制
度
の
活
用

◎
9
,3
6
3

○
9
,3
6
3
業
務
内
容
等
の
見
直
し
に
よ
る
指
定
管
理
料
の
縮
減
を
図
る
。

行
革
室
・
関
係
課

2
5

○
○

公
共
施
設
・
公
用
車
等
に
お
け
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
抑
制

○
○

○
公
共
施
設
に
お
け
る
適
正
温
度
（
夏
2
8
℃
・
冬
2
0
℃
）
の
徹
底
、
公
用

車
の
使
用
抑
制
等
に
よ
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
及
び
経
費
の
削
減

施
設
所
管
課

関
係
課

2
6

1
,0
2
4
契
約
方
法
の
改
善

◎
随
意
契
約
の
見
直
し
を
行
う
。

契
約
検
査
課

関
係
課

2
7

2
4
,9
6
0

4
0
,6
4
8
予
算
編
成
で
の
削
減
取
組

◎
3
2
,0
0
0

3
2
,0
0
0

6
4
,0
0
0
予
算
査
定
を
通
じ
て
、
経
費
の
徹
底
し
た
削
減
に
取
り
組
む
。

財
政
課

2
8
▲
 4
1
,1
3
2
▲
 4
7
,5
5
2

土
地
開
発
公
社
経
営
健
全
化
計
画

の
推
進

土
地
開
発
公
社
の
土
地
保
有
高
の
縮
減
を
図
る
（
国
の
優
遇
措
置
の

活
用
）
。
 H
2
0
末
保
有
高
 5
4
億
円
→
H
2
2
計
画
終
了
時
 4
5
億
円

財
政
課

管
財
用
地
課

2
9

8
7

選
挙
投
票
事
務
の
見
直
し

△
△

人
材
派
遣
の
活
用
を
含
む
職
員
体
制
の
見
直
し
を
図
る
ほ
か
、
投
開

票
時
間
の
短
縮
に
つ
い
て
研
究
す
る
。

選
管
事
務
局

3
0

通
知
書
兼
納
付
書
等
印
刷
経
費
の

削
減

検
討

△
大
量
帳
票
の
発
注
方
法
の
見
直
し
検
討

政
策
推
進
課

3
1

ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
等
の
推
進

○
○

○
電
子
に
よ
る
保
管
方
法
や
デ
ー
タ
の
共
有
化
な
ど
を
進
め
る
ほ
か
、
両

面
コ
ピ
ー
の
徹
底
を
図
る
。

政
策
推
進
課

関
係
課

3
2

3
5
4

1
,4
1
6

1
,4
1
6
パ
ソ
コ
ン
の
配
置
見
直
し

◎
各
課
の
業
務
内
容
や
活
用
方
法
な
ど
を
勘
案
し
、
配
置
を
見
直
す
。

政
策
推
進
課

3
3

6
0
6

7
1
9
追
録
図
書
の
見
直
し

◎
7
0

7
0

1
4
0
利
用
頻
度
の
低
い
、
あ
る
い
は
他
の
媒
体
を
利
用
し
て
検
索
可
能
な
追

録
の
取
り
止
め

総
務
課

3
4

各
種
統
計
書
の
見
直
し

◎
利
用
頻
度
の
低
い
、
あ
る
い
は
他
の
統
計
書
等
で
検
索
可
能
な
項
目

に
つ
い
て
、
見
直
し
を
行
う
。

総
務
課

3
5

施
設
管
理
業
務
の
統
一
入
札
及
び

一
括
管
理
の
実
施

検
討

△
△

各
公
共
施
設
に
お
け
る
施
設
管
理
業
務
の
統
一
入
札
や
維
持
修
繕
等

の
一
括
管
理
を
検
討
す
る
。

管
財
用
地
課

関
係
課

3
6

公
用
車
の
燃
料
費
等
の
削
減

検
討

エ
コ
オ
イ
ル
、
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
グ
な
ど
を
使
用
し
た
ク
リ
ー
ン
・
低
燃
費
化

を
研
究
⇒
１
年
間
の
比
較
走
行
の
結
果
、
費
用
対
効
果
は
低
く
導
入
は

見
送
る
。

管
財
用
地
課

3
7

2
6
2

2
6
2
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
運
営
経
費
の
削

減
◎

印
刷
経
費
の
見
直
し
な
ど
に
よ
り
削
減
を
図
る
。

市
民
協
働
ふ
れ

あ
い
課

3
8

9
1
4

1
,6
6
5
市
営
住
宅
管
理
業
務
の
見
直
し

◎
1
7
1

1
7
1

3
4
2
設
備
管
理
費
の
削
減

建
築
住
宅
課

3
9

道
路
・
公
園
等
に
お
け
る
管
理
経

費
の
削
減

検
討

△
道
路
・
公
園
等
に
係
る
除
草
等
の
管
理
経
費
の
削
減
を
図
る
。

行
革
室
・
関
係
課

項
目

合
 計

N
O

H
2
2

物 件 費 等 の 削 減

新
2
3

-
1
1
9

効
果
額
 （
実
績
）

取
　
組
　
内
　
容

H
2
5

取
組
項
目

担
当
課

H
2
1

H
2
3

H
2
4

計

人 件 費

の 削 減
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H
2
3

予
算
反
映

4
0

○
○

小
学
校
安
全
対
策
事
業
の
見
直
し

◎
Ｈ
2
2
年
度
末
の
府
交
付
金
廃
止
後
、
円
滑
に
移
行
で
き
る
よ
う
安
全
管

理
体
制
を
構
築
す
る
。

教
育
総
務
課

4
1

1
,0
4
3

4
,7
1
9
恵
我
之
荘
自
転
車
置
場
管
理
運
営

の
見
直
し

◎
3
5
0

3
5
0

7
0
0
管
理
運
営
の
効
率
化
及
び
管
理
規
模
の
縮
小
に
よ
る
経
費
の
削
減

道
路
課
・
関
係
課

3
3
0

3
3
0
消
防
団
経
費
の
見
直
し

◎
被
服
貸
与
基
準
の
見
直
し
及
び
訓
練
の
効
率
化
に
よ
る
経
費
削
減
を

図
る
。

危
機
管
理
室

3
5

4
3
啓
発
物
品
の
見
直
し

◎
使
用
後
す
ぐ
に
廃
棄
さ
れ
る
物
品
か
ら
、
長
期
間
使
用
で
き
啓
発
効
果

の
高
い
も
の
へ
見
直
し
、
総
額
の
抑
制
も
図
る
。

人
権
推
進
課

海
外
招
聘
英
語
指
導
員
賃
金
の
見

直
し

検
討

△
他
の
雇
用
シ
ス
テ
ム
を
検
討
し
、
経
費
削
減
を
図
る
。

学
校
教
育
課

土
地
開
発
公
社
の
解
散

検
討

△
○

第
三
セ
ク
タ
ー
等
改
革
推
進
債
を
活
用
し
、
土
地
開
発
公
社
が
保
有
す

る
事
業
化
の
予
定
の
な
い
長
期
保
有
土
地
を
買
収
し
、
同
公
社
を
解
散

す
る
。

財
政
課

管
財
用
地
課

3
9
,3
3
2

1
4
7
,5
9
2

1
6
1
,1
1
1

0
4
2
,5
5
4

3
3
,1
9
1

7
5
,7
4
5

4
2

1
3
,1
4
1

1
3
,1
4
1

1
3
,1
4
1
水
道
事
業
と
の
負
担
区
分
の
見
直

し
◎

健
全
化
期
間
中
に
お
け
る
負
担
区
分
の
見
直
し
の
継
続

財
政
課

水
道
局
総
務
課

4
3

4
7
,3
7
7

3
3
,6
8
1

9
9
,0
0
0
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

◎
独
立
採
算
制
の
原
則
に
立
脚
し
た
特
別
会
計
の
運
営
お
よ
び
基
準
外

繰
出
の
見
直
し

財
政
課

保
険
年
金
課

4
4

公
共
下
水
道
特
別
会
計

検
討

△
独
立
採
算
制
の
原
則
に
立
脚
し
た
特
別
会
計
の
運
営
お
よ
び
基
準
外

繰
出
の
見
直
し
 （
公
共
下
水
道
使
用
料
の
改
定
に
伴
う
特
別
会
計
繰

出
し
金
削
減
の
効
果
額
は
、
N
O
9
5
に
含
む
）

財
政
課

下
水
道
総
務
課

6
0
,5
1
8

4
6
,8
2
2

1
1
2
,1
4
1

0
0

0
0

4
5

1
4
,0
8
0

3
6
,8
3
5

4
8
,0
8
8
環
境
事
業
組
合
負
担
金
の
縮
小

◎
5
,2
2
4

7
,6
1
4

1
2
,8
3
8
組
合
独
自
の
健
全
化
計
画
に
よ
る

行
革
室
・
関
係
課

4
6

2
,0
1
7

2
,0
1
7
消
防
組
合
負
担
金
の
縮
小

◎
組
合
独
自
の
健
全
化
計
画
に
よ
る

行
革
室
・
関
係
課

1
4
,0
8
0

3
8
,8
5
2

5
0
,1
0
5

0
5
,2
2
4

7
,6
1
4

1
2
,8
3
8

4
7

○
○

施
設
管
理
公
社

○
○

○
外
郭
団
体
等
改
革
方
針
（
H
1
9
年
4
月
策
定
）
に
基
づ
き
、
団
体
と
協
力

し
て
健
全
化
に
取
り
組
む
。

行
革
室
・
関
係
課

4
8

○
○

み
の
り
の
里

○
○

○
外
郭
団
体
等
改
革
方
針
（
H
1
9
年
4
月
策
定
）
に
基
づ
き
、
団
体
と
協
力

し
て
健
全
化
に
取
り
組
む
。

行
革
室
・
関
係
課

4
9

4
,8
4
0

5
,1
3
3

1
4
,6
4
0
社
会
福
祉
協
議
会

◎
4
9
7

5
,7
4
1

6
,2
3
8
外
郭
団
体
等
改
革
方
針
（
H
1
9
年
4
月
策
定
）
に
基
づ
き
、
団
体
と
協
力

し
て
健
全
化
に
取
り
組
む
。

行
革
室
・
関
係
課

5
0

4
,8
5
5

1
2
,3
3
5

5
,7
4
6
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

◎
外
郭
団
体
等
改
革
方
針
（
H
1
9
年
4
月
策
定
）
に
基
づ
き
、
団
体
と
協
力

し
て
健
全
化
に
取
り
組
む
。

行
革
室
・
関
係
課

5
1

3
,0
4
1

3
1
,8
0
0

3
9
,2
3
9
エ
ル
・
エ
ス

◎
▲
 1
8

▲
 1
8

▲
 3
6
外
郭
団
体
等
改
革
方
針
（
H
1
9
年
4
月
策
定
）
に
基
づ
き
、
団
体
と
協
力

し
て
健
全
化
に
取
り
組
む
。

行
革
室
・
関
係
課

1
2
,7
3
6

4
9
,2
6
8

5
9
,6
2
5

0
4
7
9

5
,7
2
3

6
,2
0
2

2
2
-
1
0
9

物 件 費 等 の 削 減

合
 計

繰 出 金 の 削 減

合
 計

担
当
課

取
　
組
　
内
　
容

H
2
3

H
2
4

一 部 事 務 組 合

合
 計

特 別 会 計

助 成 金 等 の 削 減負 担 金 の 削 減

外 郭 団 体 等 へ の項
目

2
2
-
1
0
8

効
果
額
 （
実
績
）

H
2
2

N
O

合
 計

H
2
5

取
組
項
目

H
2
1

計

2
2
-
1
1
0

新
2
3

-
1
2
0
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H
2
3

予
算
反
映

5
2

1
3
,8
6
0

1
2
,8
0
0
敬
老
祝
金
の
見
直
し

◎
H
2
2
年
度
よ
り
給
付
額
の
引
下
げ
を
行
う
。
満
7
7
歳
：
2
0
,0
0
0
円
→

1
0
,0
0
0
円
、
満
8
8
歳
：
3
0
,0
0
0
円
→
2
0
,0
0
0
円

福
祉
支
援
課

5
3

2
0
2

▲
 9
2
そ
の
他
の
敬
老
事
業
の
見
直
し

◎
高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
、
敬
老
祝
品
の
個
人
給
付
を
は
じ
め
施
策
全

般
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
。

福
祉
支
援
課

5
4

社
会
福
祉
費
の
見
直
し

検
討

△
住
民
一
人
あ
た
り
の
社
会
福
祉
費
が
府
内
市
町
村
中
、
常
に
上
位
に

あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
見
直
し
を
図
る
。

行
革
室
・
関
係
課

8
6
0
高
齢
者
移
送
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
見

直
し

◎
市
単
独
扶
助
制
度
（
個
人
給
付
）
で
あ
る
当
事
業
の
見
直
し
を
図
る
。

高
年
介
護
課

4
2
0
支
援
学
校
等
通
学
援
助
費
の
見
直

し
◎

6
2
0

6
2
0

1
,2
4
0
市
単
独
扶
助
制
度
（
個
人
給
付
）
で
あ
る
当
事
業
の
見
直
し
を
図
る
。

学
校
教
育
課

生
活
支
援
ハ
ウ
ス
（
ゆ
う
ゆ
う
ハ
ウ

ス
）
運
営
事
業
の
見
直
し

検
討

△
○

高
齢
者
向
け
住
宅
の
整
備
が
進
む
な
ど
生
活
支
援
ハ
ウ
ス
へ
の
ニ
ー

ズ
が
減
少
し
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、
運
営
事
業
の
廃
止
及
び
施
設
の

転
用
に
向
け
て
施
設
設
置
法
人
と
の
協
議
を
進
め
る
。

高
年
介
護
課

0
1
4
,0
6
2

1
3
,9
8
8

0
6
2
0

6
2
0

1
,2
4
0

5
5

施
設
の
効
率
的
運
営

検
討

△
効
率
的
・
効
果
的
な
運
営
に
努
め
る
。

施
設
所
管
課

5
6

保
育
園
運
営
の
効
率
化

検
討

△
公
立
保
育
園
の
運
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

子
育
て
支
援
課

5
7

1
,7
9
3
図
書
館
運
営
の
効
率
化

◎
職
員
体
制
の
見
直
し
や
外
部
委
託
の
導
入
な
ど
に
よ
る
管
理
運
営
の

効
率
化
を
図
る
。

図
書
館
課

5
8

国
民
健
康
保
険
料
納
付
組
合
助
成

金
検
討

△
効
果
・
必
要
性
・
公
平
性
か
ら
制
度
検
討

保
険
年
金
課

5
9

国
民
健
康
保
険
料
前
納
報
奨
金

検
討

△
効
果
・
必
要
性
・
公
平
性
か
ら
制
度
検
討

保
険
年
金
課

6
0

国
民
健
康
保
険
料
及
び
介
護
保
険

料
の
賦
課
方
式
の
変
更

研
究

検
討

△
仮
算
定
と
本
算
定
の
一
本
化
に
よ
る
経
費
削
減
の
研
究
・
検
討

保
険
年
金
課

高
年
介
護
課

関
係
課

6
1

5
0

5
0
人
権
セ
ミ
ナ
ー
の
見
直
し

◎
内
容
を
精
査
し
、
開
催
回
数
を
年
2
回
か
ら
1
回
に
縮
減

人
権
推
進
課

6
2

1
0

1
0
女
性
相
談
員
謝
礼
の
見
直
し

◎
他
の
相
談
員
謝
礼
の
金
額
水
準
に
合
わ
せ
る
。

人
権
推
進
課

6
3

1
2
6

1
2
6
中
部
市
議
会
議
長
会
研
修
の
見
直

し
◎

宿
泊
を
伴
う
研
修
を
日
帰
り
に
変
更
す
る
。

議
会
事
務
局

6
4

○
○

そ
の
他
単
独
事
業
の
見
直
し

○
○

○
必
要
性
・
費
用
対
効
果
か
ら
検
討

行
革
室

5
0
緑
化
樹
等
配
布
事
業
の
見
直
し

○
△

△
緑
化
樹
配
布
及
び
タ
チ
バ
ナ
頒
布
事
業
に
つ
い
て
、
他
の
効
果
的
な

手
法
を
検
討
す
る
。

み
ど
り
公
園
課

4
3
0
学
校
協
議
会
委
員
報
償
費
の
見
直

し
◎

委
員
報
償
費
を
無
償
と
す
る
。

学
校
教
育
課

0
1
8
6

2
,4
5
9

0
0

0
0

取
組
項
目

H
2
1

計
担
当
課

2
2
-
1
1
1

N
O

市 単 独 扶 助 制 度

H
2
4

H
2
5

取
　
組
　
内
　
容

そ の 他 単 独 事 業 の 見 直 し

2
2
-
1
1
2

2
2
-
1
1
3

合
 計

2
2
-
1
1
4

合
 計

H
2
2

効
果
額
 （
実
績
）

［
事
業
の
見
直
し
］

項
目

H
2
3

新
2
3

-
1
2
1
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H
2
3

予
算
反
映

6
5

団
体
へ
の
運
営
補
助
金
の
見
直
し

△
△

△
公
益
性
・
公
平
性
か
ら
検
討

行
革
室
・
関
係
課

6
6

団
体
へ
の
運
営
負
担
金
の
見
直
し

△
△

△
効
果
・
必
要
性
か
ら
検
討

行
革
室
・
関
係
課

2
7
0
文
化
財
保
存
事
業
費
補
助
金
と
市

民
活
動
環
境
整
備
費
補
助
金
の
統

合
○

△
△

文
化
財
保
存
事
業
費
補
助
金
と
市
民
活
動
環
境
整
備
費
補
助
金
を
統

合
し
、
事
業
費
の
縮
減
を
図
る
。

社
会
教
育
課

市
民
協
働

ふ
れ
あ
い
課

6
7

そ
の
他
事
業
補
助
金
の
見
直
し

○
△

△
効
果
・
必
要
性
か
ら
検
討

行
革
室
・
関
係
課

0
0

2
7
0

0
0

0
0

6
8

古
市
駅
付
近
公
共
施
設
の
効
果

的
・
効
率
的
な
活
用

検
討

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
・
図
書
館
・
青
少
年
セ
ン
タ
ー
を
古
市
複
合
館
と

し
て
再
編
、
整
備
し
、
施
設
の
効
率
的
・
効
果
的
な
活
用
を
図
る
。

政
策
推
進
課

関
係
課

6
9

休
日
急
病
診
療
所
の
効
率
的
運
営

検
討

△
近
隣
市
と
の
連
携
に
よ
る
効
率
的
運
営

健
康
増
進
課

7
0

2
3
,2
5
6

2
3
,2
5
6
公
立
保
育
園
の
統
廃
合

（
下
開
・
駒
ヶ
谷
保
育
園
の
統
合
他
）

◎
H
2
2
年
度
に
統
廃
合
を
実
施

子
育
て
支
援
課

7
1

公
立
保
育
園
と
民
間
保
育
園
と
の

役
割
分
担
の
検
討

検
討

△
公
立
保
育
園
の
役
割
を
明
確
に
し
、
民
間
活
力
の
導
入
を
検
討
す
る
。
子
育
て
支
援
課

7
2

幼
保
一
元
化

検
討

△
公
立
園
の
統
合
・
民
営
化
と
総
合
的
に
研
究

子
育
て
支
援
課

7
3

幼
稚
園
の
統
合

検
討

△
少
子
化
の
中
で
適
正
規
模
を
図
る
方
向
で
検
討
 

学
校
教
育
課

7
4

山
添
村
野
外
学
習
施
設
の
あ
り
方

検
討

△
グ
レ
ー
プ
ヒ
ル
ス
ポ
ー
ツ
公
園
ふ
れ
愛
広
場
の
利
用
状
況
を
見
な
が

ら
、
今
後
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
。

社
会
教
育
課

7
5

▲
 2
8
1

1
,6
4
9

1
,6
4
9
駒
ヶ
谷
自
転
車
置
場
廃
止

◎
民
間
活
力
導
入
に
よ
る
廃
止

道
路
課

高
年
生
き
が
い
サ
ロ
ン
１
号
館
の

廃
止

4
,4
6
5

4
,4
6
5

8
,9
3
0
廃
止
の
う
え
、
同
館
の
交
流
ふ
れ
あ
い
機
能
は
、
緑
と
市
民
の
協
働
ふ

れ
あ
い
プ
ラ
ザ
の
開
設
及
び
近
隣
施
設
の
有
効
活
用
を
図
る
こ
と
で
継

続
す
る
。

高
年
介
護
課

▲
 2
8
1

2
4
,9
0
5

2
4
,9
0
5

0
4
,4
6
5

4
,4
6
5

8
,9
3
0

7
6
▲
 2
5
,0
8
0
▲
 5
7
3
,8
2
1

建
設
事
業
費

◎
○

○
取
組
前
中
期
財
政
収
支
見
通
し
よ
り
縮
減
を
図
る
。

政
策
推
進
課

財
政
課

▲
 2
5
,0
8
0
▲
 5
7
3
,8
2
1

0
0

0
0

0

H
2
3

項
目

計

合
 計

取
組
項
目

合
 計

建 設 事 業 費

の 見 直 し

施 設 の 統 廃 合

H
2
5

H
2
4

（
 精
 査
 中
 ）

取
　
組
　
内
　
容

担
当
課

の 見 直 し

補 助 金 ・ 負 担 金

合
 計

N
O

H
2
2

H
2
1

2
2
-
1
1
5

効
果
額
 （
実
績
）

新
2
3

-
1
2
2
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H
2
3

予
算
反
映

7
7

▲
 7
4
0

5
9
,7
7
1

市
税

8
3
,0
6
6

9
5
,0
2
8

1
0
6
,9
9
1

2
8
5
,0
8
5
徴
収
率
の
向
上
に
取
り
組
む

税
務
課

7
8

▲
 1
,0
0
5

▲
 1
,1
7
8

介
護
保
険
料

8
0
1

8
0
1

8
0
1

2
,4
0
3
徴
収
率
の
向
上
に
取
り
組
む

高
年
介
護
課

7
9

9
7
3

3
,8
6
2

保
育
園
保
育
料

2
,7
8
6

3
,1
9
5

3
,6
0
4

9
,5
8
5
徴
収
率
の
向
上
に
取
り
組
む

子
育
て
支
援
課

8
0
▲
 3
7
,0
8
7
▲
 4
5
,1
9
5

国
民
健
康
保
険
料

0
3
0
,2
7
8

3
4
,9
4
9

6
5
,2
2
7
徴
収
率
の
向
上
に
取
り
組
む

保
険
年
金
課

8
1

▲
 9
6
7

2
2
1

下
水
道
受
益
者
負
担
金

2
,3
1
5

2
,5
0
6

2
,6
9
6

7
,5
1
7
徴
収
率
の
向
上
に
取
り
組
む

下
水
道
総
務
課

8
2

6
4
7

1
,9
6
2

住
宅
使
用
料
等

2
,2
0
5

2
,2
0
5

2
,2
0
0

6
,6
1
0
徴
収
率
の
向
上
に
取
り
組
む

建
築
住
宅
課

8
3

滞
納
者
へ
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
制
限

研
究

検
討

△
制
度
の
是
非
、
効
果
に
つ
い
て
研
究

行
革
室

8
4

滞
納
徴
収
専
門
体
制
の
整
備

（
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
設
置
）

○
検
討

△
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
よ
る
徴
収
率
向
上
を
図
る
。
（
効
果
額
は
、

N
O
７
７
に
含
む
）

税
務
課

大
口
滞
納
者
へ
の
対
策
強
化

政
策
推
進
課

市
税
・
国
保
料
・
介
護
保
険
料
等
の
横
断
的
な
滞
納
額
の
把
握
と
一
括

納
付
指
導
の
検
討

関
係
課

固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）
の
課
税

強
化

検
討

△
○

固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）
の
新
た
な
課
税
客
体
把
握
の
た
め
、
事
業

所
、
国
府
関
係
機
関
へ
の
調
査
人
員
を
配
置
し
、
実
地
調
査
を
行
う
こ

と
に
よ
り
調
定
額
の
増
加
を
図
る
。

税
務
課

▲
 8
7

6
5
,8
1
6

9
0
,3
7
2

1
0
2
,9
3
4

1
1
5
,4
9
1

3
0
8
,7
9
7

8
6

住
民
票
等
交
付
手
数
料

検
討

基
本
：
手
数
料
2
0
0
円
→
3
0
0
円
。
受
益
と
負
担
の
観
点
か
ら
今
後
と
も

定
期
的
に
見
直
し
の
検
討
を
行
う
。

市
民
課
・
支
所

8
7

そ
の
他
の
各
種
手
数
料

検
討

現
行
2
0
0
円
の
手
数
料
に
つ
い
て
、
住
民
票
等
交
付
手
数
料
と
同
様
の

見
直
し
を
図
る
。
そ
の
他
の
手
数
料
に
つ
い
て
も
、
コ
ス
ト
を
検
証
し
な

が
ら
定
期
的
な
見
直
し
を
行
う
。

行
革
室
・
関
係
課

8
8

施
設
使
用
料

検
討

△
基
準
の
明
確
化

行
革
室
・
関
係
課

8
9

各
種
収
入
の
減
免
制
度
の
見
直
し

検
討

△
基
準
の
明
確
化
、
負
担
の
公
平
化

行
革
室
・
関
係
課

9
0

1
,2
0
2
保
育
園
保
育
料

◎
国
基
準
を
勘
案
し
て
、
定
期
的
に
改
定
を
行
う
。

子
育
て
支
援
課

9
1

予
防
接
種
利
用
者
負
担

検
討

△
受
益
と
負
担
の
公
平
性
か
ら
検
討

健
康
増
進
課

9
2

各
種
検
診
利
用
者
負
担

検
討

△
受
益
と
負
担
の
公
平
性
か
ら
検
討

健
康
増
進
課

9
3

家
庭
系
ご
み
有
料
化

研
究

ご
み
減
量
化
の
推
進
を
踏
ま
え
て
、
制
度
の
是
非
に
つ
い
て
研
究

環
境
衛
生
課

9
4

1
,1
0
4

1
,0
5
5

1
,0
2
0
水
洗
化
率
向
上
に
よ
る
下
水
道
使

用
料
収
入
確
保

◎
公
共
下
水
道
利
用
の
普
及
に
努
め
収
入
の
向
上
を
図
る
。

下
水
道
総
務
課

合
 計

研
究

H
2
5

H
2
4

計
項
目

N
O

［
収
入
の
増
加
に
向
け
た
取
組
］

取
組
項
目

受 益 者 の 適 正 な 負 担

担
当
課

取
　
組
　
内
　
容

H
2
1

市 税 等 の 徴 収 率 の 向 上 等
検
討

△

2
2
-
1
1
6

8
5

H
2
2

H
2
3

滞
納
徴
収
専
門
体
制
の
整
備

効
果
額
 （
実
績
）
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H
2
3

予
算
反
映

H
2
2
.1
0
月
よ
り
改
定
前
（
H
2
2
年
9
月
）
比
 9
％
、
H
2
3
.1
0
月
よ
り
同

1
8
％
、
H
2
4
.1
0
月
よ
り
同
2
7
％
と
段
階
的
に
改
定
す
る
。

 ※
 効
果
額
は
中
期
財
政
収
支
見
通
し
に
反
映
済
み

9
6

学
校
開
放
等
の
利
用
料

検
討

△
光
熱
水
費
等
実
費
相
当
額
の
徴
収

ｽ
ﾎ
ﾟｰ
ﾂ
振
興
課

9
7

4
,6
0
0
幼
稚
園
保
育
料

◎
適
正
水
準
の
確
保

学
校
教
育
課

9
8

土
地
改
良
事
業
等
地
元
分
担
金
の

見
直
し

検
討

△
受
益
者
の
適
正
な
負
担
に
よ
る
収
入
の
確
保
を
図
る
。

産
業
振
興
課

建
築
計
画
概
要
書
等
写
し
交
付
手

数
料
の
徴
収

8
0

3
3
0

3
3
0

7
4
0
受
益
者
の
適
正
な
負
担
の
観
点
か
ら
、
建
築
計
画
概
要
書
等
の
閲

覧
・
交
付
に
際
し
、
Ｈ
2
4
年
１
月
よ
り
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

建
築
指
導
課

1
,1
0
4

3
3
,7
5
9

1
6
1
,0
6
5

8
0

3
3
0

3
3
0

7
4
0

9
9

1
0
6
,1
7
9

1
1
,9
3
9

1
6
7
,4
8
1
不
用
地
等
の
有
効
活
用

◎
△

△
不
用
地
・
低
未
利
用
地
の
売
却
及
び
貸
付

管
財
用
地
課

1
0
0

6
7
5

1
,0
3
9

公
用
車
そ
の
他
不
用
物
品
の
売
却

△
△

公
用
車
ほ
か
不
用
物
品
の
公
売

管
財
用
地
課

関
係
課

1
0
1

7
,7
6
2

6
6
,5
9
4
市
営
木
造
住
宅
敷
地
売
却

◎
市
営
住
宅
改
修
の
財
源
と
す
る
。

建
築
住
宅
課

1
0
6
,8
5
4

1
2
,9
7
8

1
6
7
,4
8
1

0
0

0
0

1
0
2

9
9

8
9
9
広
告
料
収
入

◎
6
0
0

6
0
0

1
,2
0
0
公
共
施
設
に
お
け
る
モ
ニ
タ
ー
広
告
や
公
共
施
設
循
環
バ
ス
、
封
筒
等

印
刷
物
な
ど
多
様
な
媒
体
を
利
用
し
て
広
告
料
の
確
保
を
図
る
。

行
革
室
・
関
係
課

1
0
3

各
種
イ
ベ
ン
ト
に
お
け
る
協
賛
金
等

の
募
集

○
○

○
ス
ポ
ー
ツ
大
会
を
は
じ
め
各
種
イ
ベ
ン
ト
に
お
け
る
協
賛
金
収
入
の
確

保
や
広
告
掲
載
に
よ
る
現
物
支
給
を
図
る
。

行
革
室
・
関
係
課

1
0
4

1
4
,1
0
0

4
7
6
,3
0
0

7
1
,6
0
0
退
職
手
当
債

◎
4
5
1
,8
0
0

6
5
,1
0
0

5
1
6
,9
0
0
支
出
額
の
平
準
化
を
図
る
。

財
政
課

自
動
販
売
機
の
収
益
加
算
金
の
確

保
検
討

公
共
施
設
設
置
の
自
動
販
売
機
3
4
台
に
つ
い
て
、
設
置
者
を
募
集
し
、

収
益
加
算
金
を
徴
収
（
使
用
許
可
は
1
年
更
新
で
最
長
５
年
の
予
定
）

管
財
用
地
課

関
係
課

1
4
,1
0
0

4
7
6
,3
9
9

7
2
,4
9
9

0
4
5
2
,4
0
0

6
5
,7
0
0

5
1
8
,1
0
0

3
6
7
,4
3
0

6
9
5
,7
6
7
1
,1
9
3
,7
0
2

1
4
1
,6
5
2

6
9
8
,0
1
2

3
9
4
,8
9
7
1
,2
3
4
,5
6
1

◎
公
共
下
水
道
使
用
料
水
準
の
確
保

6
9
,2
9
0

H
2
3

H
2
4

H
2
5

検
討

3
2
,7
0
4

2
2
-
1
1
7

合
 計

そ の 他 の 収 入 の 追 求受 益 者 の 適 正 な 負 担

総
合
計

項
目

合
 計

合
 計

N
O

市 有 財 産

の 有 効 活 用

9
5

担
当
課

下
水
道
総
務
課

2
0
3
,5
7
9

計
取
組
項
目

1
3
4
,2
8
9

効
果
額
 （
実
績
）

取
　
組
　
内
　
容

H
2
2

H
2
1

（
 精
 査
 中
 ）

新
2
3

-
1
2
3

1
5
4
,2
4
3
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